
 

 

 

 

 

 

  

                          

                             

   

  5月 13日（土）、大三沢婦人会様による、当館花壇の花植えボランテｲア活動が行われました。計 7名の

大三沢婦人会の皆さまが、草取り、整地、花植え作業と一連の活動をテキパキと好天青空のもと汗して頑

張って頂き、きれいな花壇が出来上がりました。ｼﾞﾆｱ･ｼﾞｰﾃﾞｺ、ﾍﾟﾝｽﾃﾓﾝ･ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ、ｶﾝﾊﾟﾆｭﾗなどの花が

植えられていますので、お近くにおいでの際は、是非、花苗の成長や開花の様子をお楽しみ下さい。 ご

協力頂きました大三沢婦人会の皆さま心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体さんの 

 

当館に登録されている団体さんのホームページや

ブログをご紹介いたします。興味がわいたら、ネット

を検索してみてください。どうぞイベントに参加して

みてください。 
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○補償内容 
「傷害補償」 活動者自身が活動中（活動場所への往復途

中を含む）に事故でけがをしたとき（事故発生から 180

日以内の死亡、後遺障害、入院、通院に限る）…入院＝

１日 1,000 円、通院＝1 日 500 円（90 日を限度）、

死亡＝500 万円、後遺障害＝15 万円～500 万円 

「賠償補償」 活動者または活動団体が過失により、他人

にケガをさせたり、他人のものを壊してその人から損害

賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合  

身体賠償＝1 人につき 1 億円まで、1 事故につき 2 億

円まで／財物賠償＝1 事故につき 1 億円まで／保管物

賠償＝1 事故につき 300 万円まで（現金・証券・美術

品などは対象となりません） 

○その他 
 保険金の請求には、日ごろの具体的な活動内容や事 

故の状況などの書面の提出が必要になります。 

【お問い合せ先】 広報広聴課市民協働推進係（内線 345） 

 

 

 
  

 

 

 
 

毎月、第２・第４木曜日に相談員がまいります。 

ご予約は不要です。お気軽にお越しください。 

********************************************** 

6 月 08 日、22 日、7 月 06 日、20 日 

時 間；9：30～15：00 ℡52-7083 

場 所；市民活動ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰみさわ(そだなす館) 

 

人権・困り事相談 

 

 
 

三沢市ハートフル補償制度 
○対象 

三沢市内に活動の本拠地を置く市民活動団体等が計

画する活動に参加するボランティア、スタッフ指導

者などで市民の方（祭りや運動会などの一般参加者

は対象ではありません）※事前登録の必要ありません 

○対象となる活動例 

①地域社会（コミュニティ）に関する活動 

②社会福祉に関する活動 

③保健医療に関する活動 

④環境保全に関する活動 

⑤教育・文化・スポーツに関する活動 

⑥国際交流・協力に関する活動 

⑦その他 
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“そだなす面白話” 

１８歳と８１歳の違い 

・心がもろいのが１８歳、骨がもろいのが８１歳 

・自分探しをしている１８歳、皆が自分を探してる８１歳 

・道路を爆走するのが１８歳，逆走するのが８１歳 


